
高槻市生活困窮者支援を実施する NPO 法人等に対する活動支援

補助金募集要項 

 

１ 事業の目的 

新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響により生活困窮者支援の

活動が増加している民間団体に補助金を交付する。 

 

２ 補助対象者 

  次の要件のすべてに該当する者 

(1) 市内に事業所を有する民間団体であること。 

(2) くらしごとセンター（自立相談支援機関）と連携している団体である（今

後連携する予定を含む）こと。 

(3) 補助事業が、物価高騰等の影響より、生活困窮者の支援ニーズが増加した

ことに伴うものであると「高槻市生活困窮者支援調整ネットワーク会議『生

活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム推進部会』（以下「プ

ラットフォーム」）」に認められるものであること。  

(4) 他の制度等により同一事業で補助金または助成金等を受けている事業で

はないこと。  

(5) 代表者、役員及び従業員が高槻市暴力団排除条例（平成 25 年 12 月 19 日

高槻市条例第 33 号）第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び

暴力団関係者でないこと。 

 

３ 補助率・補助上限額 

補助率：補助対象経費の 10/10 以内 

補助上限額：50 万円 

 

４ 補助対象経費 

  プラットフォームにおいて必要と認められる生活困窮者への支援を実施す

るために要する経費 

（経費の例）  

・ 食料又は日常生活用品と物資支援に必要な物品購入費 

・ 相談者に物品を届ける送料・運搬経費 



・ 居場所づくりに必要な借り上げ料 

・ Wi-Fi 等の通信環境整備にかかる経費 

・ 支援に係る人件費、印刷製本費、光熱水費、雑役務費等 など 

 

５ 補助事業の主な要件 

 (1) くらしごとセンターと連携して（今後連携する予定を含む）生活困窮者の

自立を支援している団体であること。 

(2) 今回の物価高騰等により、支援に係る事業量が増加したとプラットフォ

ームによって認められること。 

(3) 補助金等の経理を確実に行うことが可能であること。(団体の規模は不問) 

(4) 事業計画書を作成すること。 

(5) 事業成果を公表することに同意すること。 

※ 対象となる経費は、物価高騰等に伴って、支援ニーズが増加したために発

生する費用であること。 

※ １団体１申請とすること。 

 

６ 事業実施期間 

令和４年４月 28 日（木）～令和５年 3月 31 日（金） 

※ 記載している事業実施期間は、最大の期間であり、申請の内容次第では 

これより短い期間となる可能性もある。 

 

７ 募集期間 

令和４年 10 月３日（月）～令和４年 10 月 31 日（月）※当日事務局に必着 

 

８ 申請方法（※募集期間内に申請してください） 

(1) 申請書の入手から提出までの流れ 

① 市ホームページからダウンロードもしくはくらしごとセンターにおい

て配布 

② 申請書類等を作成し、添付書類を準備する。 

③ くらしごとセンターに電話連絡し予約の上、申請書類等を持参し面談

を受ける（面談は募集期間内に受けること） 

(2) 提出書類（①～⑦の番号順に並べて御提出をお願いいたします。） 

①  申請書 

②  補助年度の事業計画書  



③  補助年度の収支予算書またはこれに相当する書類 

④   支援ニーズが増加していることが確認できる書類（任意書式・利用者 

が増加していることがわかる書類等） 

⑤ 補助対象経費の積算が確認できる書類（見積書等） 

※  旅費を計上する場合で旅費規程がある場合、写しを添付してください。 

⑥ 民間団体の実態が分かる書類（履歴事項全部証明書等） 

（法人の場合）  

履歴事項全部証明書（原本） 

※  申請日以前３ヶ月以内に取得したもの 

（個人事業主の場合） 

身分証明書（顔写真付）等 

⑦ 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書) 

（法人の場合）  

貸借対照表、損益計算書  

※  直近の決算年度のもの 

（個人事業主の場合） 

確定申告書の写し 

   ⑧ 要件確認申立書 

   ⑨  その他市長が必要と認める書類 

 (3) 提出部数 各１部 

〔留意事項〕 

・ 書類は原則としてＡ４サイズで統一し、左上１箇所でクリップ留めし

てください。 

・ 御提出いただいた書類は、原則返却いたしませんので、税申告等で原

本が必要な書類については必ずコピーを提出してください。 

(4) 申請書入手方法 

市ホームページからダウンロードもしくはくらしごとセンターにおいて配

布 

(5) 宛先（※  募集期間内に面談を受けること） 

 くらしごとセンターに電話連絡し予約の上、申請書類等を持参し面談を実

施 

 

９ 審査・交付決定 

(1) 審査方法 



・ 本補助金の審査は書面により行いますので、提出資料の不備や不足がな

いよう御注意ください。 

・ 申請書の誓約事項に全てチェックが入っていない申請書は審査ができ

ないため、必ず記入してください。 

・ 提出書類の不備や不足があった場合は補正や提出をお願いすることが

あります。 

その場合は速やかにご対応ください。 

(2) 主な審査項目 

ア くらしごとセンター（自立相談支援機関）との連携状況 

イ 生活困窮者への支援内容 

ウ 事業の目的・必要性 

エ 実現可能性・スケジュール 

オ 事業実施による効果 

カ 収支計画等の妥当性 

  (3) 交付決定（別紙：申請から交付までのフローを参照） 

・ 全ての申請者に対して、交付又は不交付の決定通知を送付します。 

・ 事業計画に補助対象外経費が含まれる場合等については、補助金交付 

申請額から減額し、交付決定する場合があります。 

・ 交付決定後、事務局より送付する交付要綱等に従って、経費区分や事 

務処理を行っていただきます。 

 

10 その他 

(1) 主な留意事項 

・ 要件に該当しない事実や虚偽・不正等が判明した場合交付決定を取り消

します。 

・ 市長から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに

応じる必要があります。 

  

【お問合せ先】 

高槻市健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課くらしごとセンター 

住所：高槻市桃園町２番１号 

電話：072-674-7767 

    受付時間：８：４５～１７：１５（土日祝除く） 


